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〔
受
験
資
格
〕

１　

平
成
28
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、高
等
学
校
又
は

中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者（
平
成
25
年

４
月
１
日
以
降
に
卒
業
し
た
者
が
該
当
す
る
。）

及
び
平
成
29
年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校
又
は
中

等
教
育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

２　

人
事
院
が
１
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と
認
め
る
者

〔
試
験
の
程
度
〕

○
高
校
卒
業
程
度

〔
受
験
申
込
方
法
〕

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
専
用
ア
ド
レ
ス

（http://w
w
w
.jinji-shiken.go.jp/juken.htm

l

）

○
郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
申
込
み

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で
き
な
い
場
合
は
、
第

１
次
試
験
地
を
管
轄
す
る
人
事
院
地
方
事
務
局
に

郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
申
込
書
を
提
出

泫
採
用
を
希
望
す
る
地
域
の
試
験
を
全
国
の
ど
こ
の

試
験
地
で
も
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〔
受
験
申
込
受
付
期
間
〕

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
：
平
成
28
年
６
月
20
日

（
月
）９
：
00
か
ら
６
月
29
日
（
水
）

　
（
６
月
29
日
（
水
）
ま
で
に
申
込
デ
ー
タ
を
受
信
完

了
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。）

○
郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
申
込
み
：
平
成
28
年
６
月

20
日
（
月
）
か
ら
６
月
22
日
（
水
）

（
６
月
22
日
（
水
）
ま
で
の
通
信
日
付
印
有
効
。）

〔
第
1
次
試
験
〕

○
試
験
日　

平
成
28
年
９
月
４
日
（
日
）

○
試
験
地　

人
事
院
中
国
事
務
局
が
管
轄
す
る
試

験
地
は
、
鳥
取
市
・
松
江
市
・
岡
山
市
・
広
島

市
・
山
口
市

○
試
験
種
目　

基
礎
能
力
試
験
・
適
性
試
験
・
作

文
試
験

〔
第
１
次
試
験
合
格
発
表
日
〕

○
平
成
28
年
10
月
６
日
（
木
）

〔
第
２
次
試
験
〕

○
試
験
日　

平
成
28
年
10
月
12
日
（
水
）
か
ら
10
月

21
日
（
金
）
ま
で
の
間
の
指
定
す
る
１
日

○
試
験
地　

第
１
次
試
験
合
格
通
知
に
併
せ
て
通
知

○
試
験
種
目　

人
物
試
験
・
身
体
検
査

〔
最
終
合
格
発
表
日
〕

○
平
成
28
年
11
月
15
日
（
火
）

〔
受
験
申
込
書
及
び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
請
求
、お
問
い
合
せ
先
〕

○
広
島
国
税
局 

総
務
部 

人
事
第
二
課 

試
験
研
修
係

〒
7
3
0̶

8
5
2
1

広
島
市
中
区
上
八
丁
堀
６̶

3
0

電
話（
0
8
2
）2
2
1̶

9
2
1
1

内
線
3
7
4
3・3
6
3
5

又
は
お
近
く
の
税
務
署
総
務
課
へ

〔
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
〕

○
国
税
庁   http://w

w
w
.nta.go.jp

税
務
職
員
募
集

国
税
庁
で
は
、
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

採
用
試
験
の
募
集
要
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
目
指
し
て
、

是
非
受
験
し
て
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
で
は
、
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

採
用
試
験
の
募
集
要
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
目
指
し
て
、

是
非
受
験
し
て
く
だ
さ
い
。

離婚時の年金分割についてのお知らせ

不審な電話やメールが増えています。

【離婚後２年以内に請求手続きをお願いします。】
　「離婚分割」は、離婚等をした際の厚生年金保険の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
　手続きは年金事務所で行えますが、原則として離婚後２年を過ぎると請求手続きが行えませんのでご注意ください。

　日本全国で、日本年金機構の職員などをかたり、「医療費の還付金がある」などと言って「銀行口座番号を聞き
出す」、「アンケート調査と称して個人情報を回答させる」といった不審な電話やメールが増えていますのでご注
意ください。

【不審な電話や訪問があった場合は】
　◎できるだけ1人で対応せず、
　◎相手方の名前や所属、用件を聞いて、メモを控え、
　◎家族などに相談してください。

※日本年金機構、及び機構が委託を行う民間事業者は、
　◎お客様の銀行口座や振込先などは電話で聞きません。
　◎銀行振込やＡＴＭの操作は指示しません。
　◎届出や申請書の手数料と称して現金は預かりません。

津山年金事務所　国民年金課　電話(０８６８)３１－２３６３
日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp)お問い合せ先

　鏡野町住民税務課  電話（０８６８)５４－２９８５　津山年金事務所  国民年金課  電話(０８６８)３１－２３６３お問い合せ先

「怪しいな」と感じたら、お近くの年金事務所や警察、または役場へお問い合わせください。


